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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について 
～リスクアセスメント対象物の範囲変更・対象物追加、がん原性物質に関する記録等の保存、他～ 

（令和 8年 3月 31日 厚生労働省 基発 0331第 6号） 

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和 8年政令第 90号）及び労働安全衛生規則の一部を改正す

る省令（令和 8年厚生労働省令第 68号）については、令和 8年 3月 31日に公布され、公布日から施行（一部令

和 10年 4月 1日施行）することとされた。これに伴い、関係告示も告示されたので概要を以下に示す。 

 

・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 

（令和 8年 3月 31日 令和 8年政令第 90号。以下「改正政令」） 

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令 

（令和 8年 3月 31日 令和 8年厚生労働省令第 68号。以下「改正省令」） 

・労働安全衛生法施行令第 18条第 3号及び第 18条の 2第 3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の

一部を改正する件 

（令和 8年 3月 31日 令和 8年厚生労働省告示第 174号。以下「改正裾切値告示」） 

・労働安全衛生規則第 577条の 2第 5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

の一部を改正する告示の一部を改正する告示 

（令和 8年 3月 31日 令和 8年厚生労働省告示第 172号。以下「改正令和 6年度がん原性告示」） 

・労働安全衛生規則第 577条の 2第 5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

の一部を改正する告示 

（令和 8年 3月 31日 令和 8年厚生労働省告示第 173号。以下「令和 7年度がん原性告示」） 

 

● 改正の要点 

1 改正政令 

（1）リスクアセスメント対象物の範囲の変更 

（2）施行期日：令和 10年４月１日 

※改正政令により新たにリスクアセスメント対象物に追加される物質のうち、令和 10年 4月 1日に 

施行される物質であって施行の日において現に存するものについては令和 11年 3月 31日までの間

は、ラベル表示に係る労働安全衛生法第 57条第 1項の規定を適用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正前 改正後 

リスクアセスメント対象物 

 ～略～ 

国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があ

るものと令和６年３月31日までに区分された物のう

ち厚生労働省令で定めるもの 

～略～ 

 

令和７年３月31日までに 
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2 改正省令 

（1）リスクアセスメント対象物の追加（安衛則別表第 2関係） 

リスクアセスメント対象物（36物質）を労働安全衛生規則 別表第 2に追加。 

  別表第 2 

（2）がん原性物質に関する記録等の保存 

国が行う化学物質の有害性の分類において発がん性の区分が変更されたことにより、それまでがん原

性物質であった物質ががん原性物質に該当しないこととなった場合（リスクアセスメント対象物に該当し

ないこととなった場合を含む）について、がん原性物質に該当していた期間に作成したがん原性物質とし

ての健康診断個人票及び労働者のばく露の状況等に係る記録については、作成から 30年間保存すること

を新たに義務付。 

（3）施行期日：（1）は令和 10年 4月 1日、（2）は令和 8年 3月 31日 
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3 改正裾切値告示 

（1） 国が実施している化学品の有害性分類の結果、ジビニルベンゼンは、有害性の区分が異性体ごとに異な

る区分に区分されたため、それぞれの裾切値を個別に設定。 

（2） 適用期日：令和 10年 4月 1日 

 

4 改正令和 6年度がん原性告示 

（1）がん原性物質の範囲について 

令和 6年度がん原性告示（令和 7年 2月 19日 令和 7年厚生労働省告示第 25号）により、がん原性物

質の範囲が改められたが、適用時点において、発がん性の区分変更等によりがん原性物質の基準に該当し

なくなった物質を規制対象とすることを防ぐために、令和 8年 3月 31日時点で発がん性の区分が区分 1

に該当しないと分類された物質を対象から除く規定を追加。 

（2）適用期日：令和 8年 3月 31日 

 

5 改正令和 7年度がん原性告示 

（1）がん原性物質の範囲の変更 

（2）適用期日：令和 10年 4月 1日 

 

令和 5 年度がん原性告示 

（令和 5 年 8 月 9 日 告示第 251 号） 

令和 6 年度がん原性告示 

（令和 7 年 2 月 19 日 告示第 25 号） 

改正令和 6 年度がん原性告示 

（令和 8 年 3 月 31 日 告示第 172 号） 

がん原性物質 

～略～ 

リスクアセスメント対象物のうち、 

国が行う化学品の分類の結果、発が

ん性の区分が区分1に該当する物※

であって、令和 3 年３月31日までの

間において当該区分に該当すると分

類されたもの 

※エタノール及び特別管理物質を除く 

 

 

 

適用期日：令和6年4月1日 

 

～略～ 

 

 

 

令和 6 年３月31日までの間において

当該区分に該当すると分類されたも

の 

 

 

 

 

適用期日：令和9年4月1日 

 

～略～ 

 

 

 

令和 6 年３月31日において当該区分

に該当すると分類されているもの

（令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3

月 31 日までの間において当該区分に

該当しないと分類されたものを除

く） 

 

適用期日：令和9年4月1日 

改正令和 6 年度がん原性告示 

（令和 8 年 3 月 31 日 第 172 号） 

改正令和 7 年度がん原性告示 

（令和 8 年 3 月 31 日 第 173 号） 

がん原性物質 

～略～ 

令和 6 年３月31日において当該区分に該当すると分類

されているもの（令和 6 年 4月1日から令和 8 年 3月

31日までの間において当該区分に該当しないと分類さ

れたものを除く） 

 

適用期日：令和9年4月1日 

 

～略～ 

令和 7 年 3月31日において当該区分に該当すると分類

されているもの（令和 7 年 4月１日から令和 9 年 3月

31日までの間において当該区分に該当しないと分類さ

れたものを除く。） 

 

適用期日：令和10年4月1日 

今回の改正で追記 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415970.pdf
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詳細は以下をご確認ください。 

■改正政令 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和8年3月31日 令和8年政令第90号).pdf 

■改正省令 労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和8年3月31日 令和8年厚生労働省令第68号).pdf 

■通達 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について（令和8年3月31日 厚生労働省 基発0331第6

号).pdf 

■改正裾切値告示 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一

部を改正する件令和8年3月31日 令和8年厚生労働省告示第174号).pdf 

■改正令和6年度がん原性告示 労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が

定めるものの一部を改正する告示の一部を改正する告示（令和8年3月31日 令和8年厚生労働省告示第172

号）.pdf 

■改正令和7年度がん原性告示 労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が

定めるものの一部を改正する告示（令和8年3月31日 令和8年厚生労働省告示第173号.pdf  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
令和 8年度「全国安全週間」を 7月に実施 

～令和 8年度のスローガンを決定～ 

（令和 8年 3月 27日 厚生労働省発表） 

 

本年も、7月 1日（水）から 7日（火）までを「全国安全週間」、6月 1日（月）から 30日（火）までを準備

期間として、全国一斉に積極的な活動が開始されます。 

 令和 8年度スローガン 「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」 

令和 8年度全国安全週間実施要綱には、各事業場等が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項に加え、年

間を通じて継続的に取り組むべき事項が示されています。 

具体的には、リスクアセスメントによる機械設備の安全化や作業方法の改善、SDS等により把握した危険有害

性情報に基づく化学物質のリスクアセスメントの確実な実施や、製造業においては、機械の危険部分への覆いの

設置等によるはさまれ・巻き込まれ防止対策、業種横断的な対策としては、転倒防止対策や熱中症防止対策、高

年齢労働者への配慮などが引き続き重要事項として位置付けられています。 

これを機に、日頃の作業や職場環境をあらためて見直し、労働災害防止に向けた取組の一層の徹底をお願いし

ます。 

 

詳細は以下をご確認ください。 

■ 令和8年度全国安全週間実施要綱 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684497.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684498.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684504.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684504.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684502.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684502.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684458.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684458.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684458.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684501.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001684501.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001680341.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001680341.pdf

